
緑・芸術文化活動支援事業実施要綱 
 

制  定 平成 21 年４月１日緑地振第 338 号（区長決裁） 

最近改正 令和 ８年６月１日緑地振第 345 号（区長決裁） 

 

（目的） 

第１条 緑区の芸術文化の振興及び発展を推進することを目的とした事業（以下「芸術文化振興事業」 

という。）について、緑・芸術文化活動支援事業として総合的に展開、実施していくために必要な事項

を定める。 

 

（事業の定義） 

第２条 緑・芸術文化活動支援事業とは、芸術文化活動を行う団体が実施し、広く区民の芸術文化活動

の発展に資すると認められる事業で、一般公募により区長が緑・芸術文化活動支援事業として決定し

た、緑区が後援又は共催する事業をいう。 

 

（事業の決定） 

第３条 前条に定める事業（以下「参加事業」という。）は、事業を主催する団体（以下「申請団体」と

いう。）からの申請に基づき、緑・芸術文化活動支援事業審査会（以下「審査会」という。）の審査結

果を踏まえ、予算の範囲内で区長が決定する。なお、参加事業に関して、募集内容、募集期間等を募

集要項等により周知するものとする。 

 

（審査会） 

第４条 審査会の委員は、次に掲げる者で構成する。 

（１）総務部長 

（２）総務課長 

（３）区政推進課長 

（４）福祉保健課長 

（５）こども家庭支援課長 

２ 委員長は、総務部長とし、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、総務課長がその職

務を代理する。 

３ 審査会の審議事項は、次に掲げる事項とする。 

（１）申請団体から申請のあった事業を支援対象事業とすることの可否 

（２）前号により支援対象事業とした事業のうち、補助金交付申請があった事業の審査及び評価 

（３）審査基準の策定に関する助言 

（４）その他必要な事項 

４ 審査会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。 

５ 審査会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。 

６ 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長がこれを決する。 

７ 委員長は、必要があると認めるときは関係者の出席を求め、その意見又は説明を聞くほか、資料の 

提出その他必要な協力を求めることができる。 

 

（審査基準） 

第５条 前条第３項第１号及び第２号の審査基準は、次のとおりとする。 



（１）緑区内を主たる会場とした芸術文化振興事業であること。 

（２）公益的な事業であり、区民が身近な場所で芸術文化活動に参加できる機会を提供し、参加の機会

が広く緑区民に開かれている事業であって、申請団体の活動実績を踏まえ、活動内容の充実や事業

規模の拡充等、今後の発展が見込まれ、区内における芸術文化活動の広がりや区民の参加機会の拡

大に寄与するものと認められる事業であること。 

（３）申請団体は３名以上の構成員から成ること。 

（４）団体の構成員又は会員の親睦や交流を主たる目的とする事業でないこと。 

（５）申請団体の設立趣旨、活動内容、役員体制等団体の存在が明確であり、自主的に事業を実施でき

る体制が確立されていること。 

（６）日程、内容等が具体化しており、実現性のある事業であること。 

（７）営利を目的としない事業であること。 

（８）政治活動又は宗教活動に関する事業でないこと。 

（９）公序良俗に反しない事業であること。 

２ 補助金交付申請をする事業にあっては、前項各号に加え、第 11 条の規定を満たすものとするとと

もに、申請団体は次に掲げる要件を満たすものとする。なお、これらの要件を満たさない場合は、当

該事業は参加事業として決定しない。 

（１）申請団体の構成員の過半数が横浜市内に住民登録を有する者であること。 

（２）主たる活動場所が緑区内であること。 

（３）申請年度の４月１日時点で、市内において１年を超えて継続して芸術文化活動を行っており、か

つ、当該日以前１年間に市内公共施設（公園及び道路を除く。）を会場とした自主企画による芸術

文化事業（団体の親睦又は交流を主たる目的とするものを除く。）を１回以上実施していること。 

（４）同一の者が複数の団体の役職又は運営に実質的に関与しているとみなされる場合において、当該

複数の団体がこの要綱に基づく補助金の交付申請を行ったときは、当該各団体の申請に係る事業は、

補助金交付の対象としない。この場合において、当該各団体の申請に係る事業は参加事業として決

定しない。なお、本号において「役職」とは、団体の運営に関する意思決定、事業の企画又は執行、

若しくは会計及び事務の管理について責任又は権限を有する地位をいい、名称のいかんを問わない。 

 

（事業参加の申請手続） 

第６条 参加事業への申請にあたり、申請団体の代表者は、緑・芸術文化活動支援事業参加申請書（第

１号様式）を募集要項で指定する期間内に区長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。なお、補助金交付申請をする事業

にあっては、第 11 条第１項各号のいずれかに該当する第２号様式の別紙に加え、申請団体が第５条

第２項に規定する要件を満たしていることを確認するため、区長が必要と認める書類を併せて提出し

なければならない。 

（１）事業計画書（第２号様式） 

（２）収支予算書（第３号様式） 

（３）団体概要書（第４号様式） 

（４）団体名簿（第５号様式） 

（５）団体の規約、会則その他これらに類する書類 

（６）直近年の事業報告書など団体の活動、事業の内容が分かるもの 

（７）直近年の収支決算書など団体の運営、活動経費及び事業経費の収支内容が分かるもの 

（８）申請団体の活動実績及び構成員の状況を確認できる書類その他区長が必要と認める書類 



（補助金交付事業の評価） 

第７条 第４条第３項第２号の評価は、次に掲げる視点に基づいて行うものとする。 

（１）事業を実施するにあたり求められているニーズや課題への認識、理解 

（２）観覧者・参加者等の文化芸術への関心や理解を高めるための工夫、アイディア 

（３）地域や区民への貢献、波及効果 

（４）事業対象者の特性も踏まえた参加しやすい環境づくり、事業の目的達成のための工夫 

 

（参加決定通知） 

第８条 区長は、申請のあった事業について参加事業として決定したときは、緑・芸術文化活動支援事

業参加決定通知書（第６号様式）を申請者に送付するものとする。 

２ 区長は、申請のあった事業について参加事業として決定しなかったときは、緑・芸術文化活動支援

事業不参加決定通知書（第７号様式）を申請者に送付するものとする。 

 

（申請の取下げ） 

第９条 申請団体の代表者は、前条の決定通知書の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、

当該通知を受けた日の翌日から起算して 10 日以内に申請を取り下げることができる。 

 

（事業内容の変更） 

第 10 条 申請団体の代表者は、参加事業の内容を変更するときは、事業内容変更届（第８号様式）を速

やかに区長へ提出しなければならない。ただし、事業の趣旨又は変更その他事業内容の同一性を失う

変更は認めない。 

 

（補助金の交付） 

第 11 条 区長は、第５条に規定する審査基準を満たすと認められる事業のうち、次に掲げるものを緑・

芸術文化活動支援事業補助金交付要綱（以下「補助金交付要綱」という。）に基づき、補助金交付対

象事業とすることができる。 

（１）第２条に規定する事業のうち、子育て支援・次世代育成の視点で、主に子ども（乳幼児から高校

生まで）を対象とした、参加体験や普及を目的とする事業 

（２）第２条に規定する事業のうち、インクルージョンの視点で、共生社会の実現を目指し、障害の有

無や国籍、性別等の様々な違いに関わらず参加しやすい環境を整えた事業 

（３）第２条に規定する事業のうち、緑区内で自主的に活動する複数（３団体以上）のアマチュア等グ

ループが合同で運営に携わり、相互の交流の促進を目的とする事業 

（４）第２条に規定する事業のうち、新進芸術家（18 歳（高校卒業程度）以上 39 歳以下で現在芸術活

動中の芸術家）の育成及び活躍の場の提供を目的とする事業 

２ 区長は、前項に規定する事業について、審査会による審査結果を踏まえ、補助金交付対象事業とし

て決定する。 

３ 第１項に規定する事業として決定された事業の申請団体への補助金の交付は、令和６年度以降の交

付実績を通算して３回までとする。ただし、同一年度においては、第１項各号に掲げる事業のうちい

ずれか一の事業に限り、補助金の交付申請及び交付を行うことができる。 

４ 第 1 項に規定する事業について、当該補助金申請とは別に他の機関又は制度における同様の目的を

有する補助金の交付を受けている又は交付されることが確定している場合は、当該補助金の交付の対

象外とする。 



５ 第 1 項に規定する事業について、2,500 円を超える入場料・参加料等を徴収して実施する場合は当

該補助金の交付を受けることができないものとする。なお、複数の料金設定がある場合は、一般料金

（最も高額なもの）の額で判断するものとする。 

 

（共催名義の使用承諾） 

第 12 条 区長は、補助金交付対象の参加事業に対して、緑区の名義使用承諾及び緑区長賞の授与に関

する事務取扱要綱（以下「名義使用事務取扱要綱」という。）に基づき、緑区の共催名義の使用を承

諾できるものとする。 

２ 共催名義使用の申請は、申請団体の代表者が提出する、第６条第１項に定める第１号様式への記載

をもって行うものとし、名義使用事務取扱要綱第９条第２項各号に定める添付書類は、同様式の提出

時に添付する書類とする。 

３ 共催名義使用の承諾を受けた申請団体の代表者は、参加事業の終了後、名義使用事務取扱要綱第 12

条に定める行事終了届を提出しなくてはならない。なお、本実施要綱第 17 条第 1 項第１号に定める

第９号様式及び同条第２項第１号に定める第 10 号様式の提出を持ってこれに代えることができるも

のとする。 

 

（後援名義の使用承諾） 

第 13 条 区長は、補助金交付対象でない参加事業に対して、名義使用事務取扱要綱に基づき、緑区の

後援名義の使用を承諾できるものとする。 

２ 後援名義使用の申請は、申請団体の代表者が提出する、第６条第１項に定める第１号様式への記載

をもって行うものとし、名義使用事務取扱要綱第９条第２項各号に定める添付書類は、同様式の提出

時に添付する書類とする。 

３ 後援名義使用の承諾を受けた申請団体の代表者は、参加事業の終了後、名義使用事務取扱要綱第 12

条に定める行事終了届を提出しなくてはならない。なお、本実施要綱第 17 条第 1 項第１号に定める

第９号様式及び同条第２項第１号に定める第 10 号様式の提出をもってこれに代えることができるも

のとする。 

 

（施設の優先予約） 

第 14 条 緑・芸術文化活動支援事業の実施において、次に掲げる施設を使用しようとする場合は、各

施設の運営管理者の判断により優先予約を行うことができるものとする。 

（１）横浜市緑区民文化センター（みどりアートパーク） 

（２）緑公会堂 

２ 優先予約に関し必要な事項は、募集要項に定める。 

 

（広報） 

第 15 条 緑・芸術文化活動支援事業の実施に関する情報について、広報よこはま緑区版へ掲載するこ

とができる。 

 

（緑・芸術文化活動支援事業の共通表記） 

第 16 条 参加事業の申請団体は、当該事業の実施に関するチラシ、ポスター、プログラム等の配布物

に「緑・芸術文化活動支援事業」と明記しなければならない。 

２ 前項の配布物の内容及び表記については、あらかじめ区の確認を受けるものとする。 



３ 区は、前項の確認にあたり、必要があると認めるときは、修正その他の措置を求めることができる。 

４ 申請団体は、前項の規定により修正その他の措置を求められたときは、これに従わなければならな

い。 

 

（実績報告） 

第 17 条 参加事業の申請団体の代表者は、事業が完了したときは速やかに事業実績報告書（第９号様

式）を区長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）収支決算書（第 10 号様式） 

（２）事業資料（チラシ、プログラム等の配布物等） 

（３）その他区長が必要と認めるもの 

 

（参加事業決定の取消し） 

第 18 条 区長は、参加事業として決定した事業が次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を

取り消すものとする。 

（１）虚偽の申請をした場合 

（２）事業を中止した場合 

（３）正当な理由がなく申請の内容と異なる事業を実施した場合 

（４）法令又は事業決定に付した条件に違反した場合 

（５）第 11 条から第 13 条及び第 16 条の各規定に違反した場合 

（６）第 19 条第１項各号のいずれかに該当すると認められるとき 

 

（暴力団の排除） 

第 19 条 次の各号に掲げる団体が行う事業は、参加事業及び補助金交付の対象としない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（以下「法」という。）第２条第２号  

に規定する暴力団をいう。） 

（２）法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。

以下この項において同じ。）に該当する者があるもの 

（３）法人格を有しない団体にあっては、代表者が暴力団員に該当するもの 

２ 区長は、必要に応じ申請者又は参加事業の決定を受けた者が前項各号のいずれかに該当するかにつ

いて、神奈川県警察本部長に対し確認を行うことができる。 

 

（委任） 

第 20 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２１年３月３１日をもって解散した緑・芸術祭企画運営委員会（以下「委員会」という。）が 

 平成２０年度の委員会において２００９緑・芸術祭の参加事業として認定した事業については、第３ 

 条第２項の区長が決定した事業とみなす。この場合において、第４条第１項及び第５条の手続きは省 



 略する。 

 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第２条第２号に規定する事業のうち、改正前の本要綱の規定及び改正前の緑・芸術祭事業補助金交 

 付要綱（平成２２年３月２９日改正）の規定に基づく補助金交付申請により補助金の交付決定を受け 

 た事業について、補助金の交付を最初に受けた年から継続する３年間受けていない場合は、改正後の 

 本要綱第９条第２項の規定を適用するものとする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

（緑・芸術祭芸術文化振興部門審査委員会の廃止） 

２ 緑・芸術祭芸術文化振興部門審査委員会は廃止する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２４年９月１９日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この要綱は、平成２６年６月１日から施行する。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年７月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の緑・芸術祭事業実施要綱の規定により実施が決定した事業につ

いては、事業内容変更及び事業実施報告において改正前の様式書類を使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の緑・芸術祭事業実施要綱の規定により実施が決定した事業につ

いては、事業内容変更及び事業実績報告において改正前の様式書類を使用することができる。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の本要綱の規定により実施が決定した緑・芸術文化活動支援事業

については、改正前の本要綱の規定を適用する。また、改正前の様式書類を使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年５月 31 日から施行する。 



（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の本要綱の規定により実施が決定した緑・芸術文化活動支援事業

については、改正前の本要綱の規定を適用する。また、改正前の様式書類を使用することができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際、既に改正前の本要綱の規定により実施が決定した緑・芸術文化活動支援事業

については、改正前の本要綱の規定を適用する。また、改正前の様式書類を使用することができる。 

 



（第１号様式）

団　　 体 　　名

代　　 表 　　者

氏名

住所

Eメール（任意）

第１希望 第１希望

第２希望 第２希望

第３希望 第３希望

【補助金交付対象に該当する場合は記入してください。】

 □ 横浜市緑区の共催名義を申請します。また、補助金の交付を希望します    【金額：  円】

　

代表者 住所

ふりがな

【補助金交付対象に該当しない場合で、横浜市緑区の後援名義を希望する場合は記入してください。】

 □ 横浜市緑区の後援名義を申請します。

【添付書類・資料】
（１）事業計画書　　　（第２号様式）※補助金交付申請をする事業にあっては、該当する第２号様式の別紙も併せて提出
（２）収支予算書　　　（第３号様式）
（３）団体概要書　　　（第４号様式）
（４）団体名簿（第５号様式）
（５）団体規約、会則その他これらに類する書類

（６）直近年の事業報告書など団体の活動、事業の内容が分かるもの
　（※過去に実施した事業の内容が分かる映像又は音声データ等を必ず含めること）
（７）直近年の収支決算書など団体の運営、活動経費及び事業経費の収支内容が分かるもの
（８）申請団体の活動実績及び構成員の状況を確認できる書類その他区長が必要と認める書類

※
ど
ち
ら
か
に
チ

ェ
ッ
ク
☑
を
入
れ
て
く
だ
さ
い

。

　　※優先予約対象施設は、
緑区民文化センター及び緑公会堂のみ

　　　　年　　月　　日　（　　）
　　　年　　月　　日（　　）から

　　　年　　月　　日（　　）まで

　　　　年　　月　　日　（　　）

緑区以外の共催・後援・協賛
（予定の場合はその旨を記載）

構成員の重複の有無
（補助金交付申請の場合のみ）

　　　本団体の役職又は運営に実質的に関与する者（これに準ずる者を含む）は、
　　　本補助金の交付申請を行う他の団体において同様の関与はしていません。

横浜市暴力団排除条例第8条に基づき、暴力団員でないことを確認するため、本様式に
記載された情報を神奈川県警察本部長に照会することについて同意します。

＊この書類及び上記の添付書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

性別　　男 ・ 女　　　               生年月日　　　　　　　年　　月　　日生

事業の名称

事業実施予定日
および

優先予約希望期間

事業実施予定日

　　　　年　　月　　日　（　　）
　　　年　　月　　日（　　）から

　　　年　　月　　日（　　）まで

優先予約希望期間

　　　年　　月　　日（　　）から

　　　年　　月　　日（　　）まで

※複数日（期間）の場合は適宜変更して記載してください。

参 加 申 請 理 由

実施場所・時間
（事業に必要な施設及び

時間を記載）

　 次の事業について、緑・芸術文化活動支援事業として参加したいので緑・芸術文化活動支援事業実施要綱
に基づき関係書類を添えて申請します。

緑・芸術文化活動支援事業参加申請書
横浜市緑区長

年　　　月　　　日

所在地又は住所
〒　　　　

（連絡責任者）

〒　　　　



（第２号様式）

事業対象者

期日 参加予定人数

＊補助金の交付を希望する場合は、別紙１～４のうち該当するいずれかも添付してください。

＊この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

＊事業内容が分かる資料などがあれば添付してください。

内容

事業計画書

場所

事業の趣旨・目的

実施準備から事業当日までのスケジュール

具体的事業内容

事業対象地域

団体名：

事　業　名　称



（第２号様式ー別紙１）

2

3

4

6

＊この資料は、補助金交付額算定のための評価の参考にするものです。

1

5

主にこどもを対象とした芸術
文化事業を実施するにあた
り、求められているニーズや
現状の課題をどのように捉
えているか記載してくださ
い。

上記のニーズや課題を踏ま
え、申請事業がどのような役
割を果たすと考えているか、
記載してください。

事業対象者の特性を踏ま
え、参加しやすい環境を整え
るために工夫・配慮する点を
記載してください。

＊「子育て支援・次世代育成の視点で、主に子ども（乳幼児から高校生まで）を対象とした、参
加体験や普及を目的とする事業」として補助金の交付を申請する場合に添付してください。

（観覧者）

事業対象者を記載してくださ
い。（出演者、観覧者それぞ
れ）
※公募の場合は、募集要件
（年齢・経歴等）を明記

事業実施にあたり、観覧者・
参加者等の文化芸術への関
心や理解を高めるために工
夫する点を記載してくださ
い。

緑区内で事業を実施するこ
とによる地域や緑区民への
貢献や効果について記載し
てください。

事業を広く周知するための
広報計画を記載してくださ
い。
（媒体、広報先等）

（出演者）



（第２号様式ー別紙２）

2

3

4

6

＊この資料は、補助金交付額算定のための評価の参考にするものです。

事業実施にあたり、観覧者・
参加者等の文化芸術への関
心や理解を高めるために工
夫する点を記載してくださ
い。

＊「インクルージョンの視点で、共生社会の実現を目指し、障害の有無や国籍、性別等の様々
な違いに関わらず参加しやすい環境を整えた事業」として補助金の交付を申請する場合に添
付してください。

1

事業対象者を記載してくださ
い。（出演者、観覧者それぞ
れ）
※公募の場合は、募集要件
（年齢・経歴等）を明記

（出演者）

（観覧者）

5

インクルージョンの視点で芸
術文化事業を実施するにあ
たり、求められているニーズ
や現状の課題をどのように
捉えているか記載してくださ
い。

上記のニーズや課題を踏ま
え、申請事業がどのような役
割を果たすと考えているか、
記載してください。

事業対象者の特性を踏ま
え、参加しやすい環境を整え
るために工夫・配慮する点を
記載してください。

緑区内で事業を実施するこ
とによる地域や緑区民への
貢献や効果について記載し
てください。

事業を広く周知するための
広報計画を記載してくださ
い。
（媒体、広報先等）



（第２号様式ー別紙３）

2

3

4

6

＊この資料は、補助金交付額算定のための評価の参考にするものです。

事業実施にあたり、観覧者・
参加者等の文化芸術への関
心や理解を高めるために工
夫する点を記載してくださ
い。

＊「緑区内で自主的に活動する複数（３団体以上）のアマチュア等グループが合同で運営に携
わり、相互の交流の促進を目的とする事業」として補助金の交付を申請する場合に添付してく
ださい。

1

事業対象者を記載してくださ
い。（出演者、観覧者それぞ
れ）
※公募の場合は、募集要件
（年齢・経歴等）を明記

（出演者）

（観覧者）

5

芸術文化事業を複数の団体
合同で実施するにあたり、求
められているニーズや現状
の課題をどのように捉えてい
るか記載してください。

上記のニーズや課題を踏ま
え、申請事業がどのような役
割を果たすと考えているか、
記載してください。

出演団体による相互の交流
を促進するために工夫する
点を記載してください。

緑区内で事業を実施するこ
とによる地域や緑区民への
貢献や効果について記載し
てください。

事業を広く周知するための
広報計画を記載してくださ
い。
（媒体、広報先等）



（第２号様式ー別紙４）

2

3

4

5

6

7

＊この資料は、補助金交付額算定のための評価の参考にするものです。

事業実施にあたり、観覧者・
参加者等の文化芸術への関
心や理解を高めるために工
夫する点を記載してくださ
い。

＊「新進芸術家（18歳（高校卒業程度）以上39歳以下で現在芸術活動中の芸術家）の育成及
び活躍の場の提供を目的とする事業」として補助金の交付を申請する場合に添付してくださ
い。

1

事業対象者を記載してくださ
い。（出演者、観覧者それぞ
れ）
※公募の場合は、募集要件
（年齢・経歴等）を明記

（出演者）

（観覧者）

事業対象者（新進芸術家）の
育成・支援のために工夫す
る点を記載してください。

緑区内で事業を実施するこ
とによる地域や緑区民への
貢献や効果について記載し
てください。

事業を広く周知するための
広報計画を記載してくださ
い。
（媒体、広報先等）

事業対象者（新進芸術家）の
育成・支援が必要であると考
える理由を記載してくださ
い。
また、求められているニーズ
や現状の課題をどのように
捉えているか記載してくださ
い。

事業対象者（新進芸術家）を
緑区において育成・支援す
ることにより、地域にどのよ
うなメリットや効果をもたらす
と考えているか、記載してく
ださい。



（第３号様式）

【収入】

【支出】 ※は補助金交付事業の場合の補助対象経費

会員以外への出演料 ※

会員への出演料

会員以外の協力者（講師等）への謝礼 ※

会員への謝礼

本番会場使用料 ※

その他会場使用料

物品等使用料 ※

※

電話、Ｅメール、ＦＡＸ、イン
ターネット利用等料金

上記以外 ※

※

※

※

※

※

入場料

その他補助金、助成金

項　　目

収支予算書

団体名　

（単位：円）

事業名　

説　　明　（積算根拠など）金　　　額

出演料、参加料

団体負担金（会費など）

緑区補助金

 使用料

著作権使用料

 材料費及び事務用の消耗品費

 通　 信
 運搬費

 出演料

 謝礼代

手数料（チケット販売手数料、広告掲
載料等）

説　　明　（使途、積算根拠など）

（単位：円）

金　　　額

＊この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

＊補助事業等の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分がある場合には、その負担者、負担額及び負担方法を
　 必ず記載してください。

緑・芸術文化活動支援事業補助金
＊補助金交付申請を行う場合は必ず記入してください。

合　　計

項　　目

そ
の
他
収
入

合　　計

そ
の
他
支
出

 印刷費（チラシ、プログラム等）

 保険料

会場設営等の事業の実施に係る
委託料



（第４号様式）

団　体　名

所　在　地

氏名

住所

電話

Ｅメール
（任意）

氏名

住所

電話

Ｅメール
（任意）

主な活動地域

会　員　数

活動状況
（主な活動内容）

これまでの主な
活動実績

団体の
活動期間

直近１年間の
自主企画事業の実績
（基準日：申請年度の

４月１日）

※これまでの主な活動内容を記載してください。

代　表　者

連絡担当者

〒

※市内の公共施設（公園及び道路を除く）を会場とした自主企画による芸術文化事業に
   ついて記載してください。

※補助金交付申請を行う場合は、主たる活動場所（例：活動拠点施設、主な活動
　 エリア等）が緑区内であることが分かるよう具体的に記載すること

人

※代表的な事業や公演等について記載してください。

※活動開始時期及びこれまでの市内における継続的な活動状況について記載してください。

補助金交付申請を行う場合は、以下の事項を記載してください。

団体概要書
【　　　　年　　月　　日現在】

　　　　　　　（　　　　　　）

〒

　　　　　　　（　　　　　　）



（第５号様式）

団体の構成員全員を記載してください。
なお、記載欄に収まらない場合は、本様式を複写して作成の上、提出してください。

【　　　　　年　　　月　　　日現在】

団体名簿

役職・役割名
ふりがな

氏　名

委員長

よこはま　はなこ

横浜　花子

【補助金交付申請の場合のみ】
住所（番地は不要です）

横浜市緑区

代表者

（例）



（第６号様式）

様

１　対象事業名

２　決定内容

３　決定条件

（２）主催団体は、緑・芸術文化活動支援事業実施要綱の規定を遵守してください。

４　決定の取消し

５　申請の取下げ

〔担当〕

TEL:        ／FAX:        

　　　　年　　　月　　　日に申請のありました事業について、緑・芸術文化活動支援事業参加事業として決
定しましたので通知します。

緑・芸術文化活動支援事業参加決定通知書

　　　　　　　　　年　　月　　日

横浜市緑区長

　

（１）対象事業以外の事業については、緑・芸術文化活動支援事業への参加は認めません。

第　　　　号

　　本件決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日の翌日から
  起算して10日以内に申請を取り下げることができます。

　　 補助金交付要綱」、第16条の規定その他関係規定に違反した場合

（５）「緑区の名義使用承諾及び緑区長賞の授与に関する事務取扱要綱」、「緑・芸術文化活動支援事業

（４）法令又は決定条件に違反した場合

（３）正当な理由がなく申請の内容と異なる事業を実施した場合

（２）事業を中止した場合

（１）虚偽の申請をした場合

　次の事項に該当した場合は、本件の決定を取り消すことがあります。



（第７号様式）

様

１　事業名

２　決定内容

３　不参加決定理由

４　申請の取下げ

〔担当〕

TEL:        ／FAX:        

　　本件決定内容又はこれに付された条件に不服があるときは、決定通知を受けた日の翌日から
　起算して10日以内に申請を取り下げることができます。

第　　　　号

横浜市緑区長

　　　　年　　　月　　　日に申請のありました事業について、緑・芸術文化活動支援事業不参加事業とし
て決定しましたので通知します。

　緑・芸術文化活動支援事業への不参加事業として決定しました。

緑・芸術文化活動支援事業不参加決定通知書

　　　　　　　　　年　　月　　日



（第８号様式）

団　　 体 　　名

所在地又は住所

代 表 者 氏 名

氏名

住所

＊この書類及び下記の添付書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき一般の閲覧に供しなければなりません。

＊収支予算を変更する場合は収支予算書（第３号様式）を添付してください。

事業内容変更届

横浜市緑区長

年　　月　　日

実 施 場 所

事業の名称

実　 施 　日
又は

実 施 期 間

　　年　　　月　　　日　（　　　）

　　年　　月　　日　（　　）　～　　　　　年　　月　　日　（　　）

〒　　　　-

（連絡責任者）

　 緑・芸術文化活動支援事業参加事業として決定を受けた次の事業について、事業内容を変更します
ので届出ます。

変 更 理 由

変
更
内
容

変更前

変更後



（第９号様式）

横浜市緑区長

団　　 体 　　名

〒　　　　-

所在地又は住所

代 表 者 氏 名

氏名

住所

期日 参加人数 備考

【添付書類】
（１）収支決算書（第10号様式）
（２）事業資料（チラシ、プログラム等の配布物等）

具体的事業内容

＊この書類及び下記の添付書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

事 業 対 象 者

事業実績報告書

年　　月　　日

事業対象地域

（連絡責任者）

場所 内容

　 緑・芸術文化活動支援事業参加事業として決定を受けた事業について、終了しましたので関係書類を添
えて報告します。

事 業 の 名 称



（第10号様式）

【収入】

 団体負担金（会費など）

 出演料、参加料

 入場料

 緑区補助金

 その他補助金、助成金

【支出】 ※は補助金交付事業の場合の補助対象経費

会員以外への出演料 ※

会員への出演料

会員以外の協力者（講師等）への謝礼 ※

会員への謝礼

本番会場使用料 ※

その他会場使用料

物品等使用料 ※

※
電話、Ｅメール、ＦＡＸ、インターネット利用
等料金

上記以外 ※

※

※

※

※

※

＊補助金規則第24条の規定に基づき市内事業者から徴収した、１件の金額が1,000,000円以上の補助事業等に係る工事の請
　 負、物品の購入、業務の委託等の入札結果が分かる書類又は２人以上の見積書の写し及び当該事業者が市内事業者であ
 　ることを証する書類又はその写しについても添付してください。

＊この書類は、横浜市市民協働条例第７条第４項の規定に基づき、一般の閲覧に供しなければなりません。

＊補助事業等の経費のうち補助金によって賄われる部分以外の部分がある場合には、その負担者、負担額及び負担方法を
　 必ず記載してください。

＊事業決算書には領収書又はその写しを添付してください。ただし、金額が100,000円未満のものに係る領収書並びに電気料金、
   ガス料金、放送受信料、通信回線使用料、電話使用料及び通話料、水道料金（下水道使用料を含む。）の領収書については、
   省略することができます。

合　　計

手数料（チケット販売手数料、広告掲載料等）

 材料費及び事務用の消耗品費

（単位：円）

項　　目 金　　　額 説　　明　（内訳など）

項　　目

そ
の
他

収
入

収支決算書

団体名　

差引額
支　出
収　入

事業名　

￥　　　　　　　　　　　　　．－

￥　　　　　　　　　　　　　．－

￥　　　　　　　　　　　　　．－

合　　計

金　　　額 説　　明　（使途、内訳など）

（単位：円）

緑・芸術文化活動支援事業補助金
＊補助金交付を受けた場合は必ず記入してください。

そ
の
他
支
出

 印刷費（チラシ、プログラム等）

会場設営等の事業の実施に係る委託料

 保険料

出演料

謝礼代

使用料

通　 信
運搬費

著作権使用料
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